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Ⅳ 生活保護課の業務概要 

生活保護課では、生活保護法に関する事務、行旅病人及び行旅死亡人に関する事務、中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に基づく支援給付及び生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住

居確保給付金の支給事務を実施している。 
 

１ 生活保護 

（１）生活保護制度 

生活保護制度は､憲法第 25 条に規定する理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に

対し困窮の程度に応じ、必要な保護を行い最低限度の生活を保障すると共にその自立を

助長することを目的としている。 

保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活できない場合に行

われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給される。 

保護の種類は､生活､教育､住宅､医療､介護､出産､生業､葬祭の8種類の扶助に分かれて

おり、保護を受ける世帯の状況に応じて必要な扶助が適用される。 

当センターは、山武郡管内の九十九里町、横芝光町、芝山町について、生活保護の実

施機関として、業務を行っている。 

 
（２）管内の保護動向 

 ア 被保護世帯・人員・保護率 
被保護世帯については平成 25 年度が 375 世帯､平成 26 年度が 410 世帯､平成 27 年度

が 443 世帯と過去 3 年間で増加している状態である｡そのため被保護人員も平成 25 年度

が 491 人､平成 26 年度が 523 人､平成 27 年度が 569 人と付随して増加してきている状況

であり､保護率も年々上昇している｡ 

 

表１－（２）－ア 過去３年間の被保護世帯・人員・保護率の推移 

年 度 
管内人口 被保護世帯数 被保護人員 保護率 

人  世帯  人   ‰(ﾊﾟｰﾐﾙ) 

平成 25 年度 48,495 375 491 10.1 

平成 26 年度 47,831 410 523 10.9 

平成 27 年度 47,728 443 569 11.9 

伸び率 

（Z/X)％ 
98 118 116 118 

  ※１ 管内人口は各年 10 月 1 日現在の毎月常住人口調査 

  ※２ 被保護世帯数、被保護人員は被保護者調査による年度平均値 
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イ 被保護世帯の類型 

被保護世帯の類型別構成比は、平成 27 年度平均高齢世帯で 51.9％（230 世帯）、傷病・

障害者世帯 35.8％（159 世帯）、母子世帯 3.2％（14 世帯）、その他世帯 8.9％（40 世帯）

となっており、高齢者世帯が被保護世帯の過半数を占めている。なお、単身世帯の構成

比は 80.8％となっている状態である。 

以上のとおり、地域の状況と相まり生活保護の動向においても高齢化及び核家族化が

進行している状況である。 

表１－（２）－イ 被保護世帯類型の年度別推移 

年  度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 
伸び率 

(Z/X) 

  合    計 世帯(世帯) 375 410 443 118 

単
身
世
帯 

高齢者 
世帯(世帯) 175 194 214 122 

割合(％) 46.5 47.3 48.3 -  

傷病・障害 
世帯(世帯) 102 109 115 113 

割合(％) 27.1 26.5 25.9 -  

その他 
世帯(世帯) 24 30 29 121 

割合(％) 6.3 7.3 6.5 -  

小  計 
世帯(世帯) 301 333 358 119 

割合(％) 80.2 81.2 80.8 -  

２
人
以
上
の
世
帯 

高齢者 
世帯(世帯) 17 16 16 94 

割合(％) 4.5 3.9 3.6 -  

母  子 
世帯(世帯) 10 10 14 140 

割合(％) 2.6 2.4 3.2 -  

傷病・障害 
世帯(世帯) 39 40 44 112 

割合(％) 10.5 9.7 9.9 -  

その他 
世帯(世帯) 7 11 11 157 

割合(％) 1.8 2.6 2.4 -  

小   計 
世帯(世帯) 73 77 85 116 

割合(％) 19.6 18.7 19.1 -  

※１ 被保護者調査による年度平均値 
 
ウ 保護開始及び廃止の状況 

平成 27 年度の保護開始件数は 88 件であり､平成 25 年(82 件)から平成 26 年には(77

件)と減少したものの､再度増加している状態である｡一方保護廃止件数については平成

25 年度が 41 件､平成 26 年度が 52 件､平成 27 年度が 54 件と増加の一途を辿っている状

態である｡ 

 表 1－（２）－ウ 保護の開始・廃止等の年度別推移 

区   分 
年  度  別  推  移 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

面接・相談件数(件) 103 96 118 

申 請 件 数(件) 88 87 103 

開 始 件 数(件) 82 77 88 

廃 止 件 数(件) 41 52 54 
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（３）実施体制及び訪問活動 

平成 25 年度の被保護世帯数 365 世帯､平成 26 年度の被保護世帯数 413 世帯に対して

平成 27 年度は 423 世帯と被保護世帯が増加している｡その被保護世帯を平成 27 年度は

査察指導員 1 名､現業員 6 名で対応している｡被保護世帯が増加したことにより､訪問延

件数が平成 25年度計画 1,541 件､実施 2,056 件だったのが､平成 27年には計画 1,745 件､

実施 2,524 件と増加している状態である｡ 

 

表１－（３） 福祉事務所の実施体制及び訪問活動の状況 

年 

 

度 

被 
保 
護 
世 
帯 
数 

実施体制(4 月 1 日現在) 訪問活動の状況 

査察指導員 現業員 
訪問 

延件数 

訪問 

延日数 

地
区
担
当
員
数 

過
去
一
年
間
の
延 

地 区 担 当
員 １ 人 当
た り の 月
間 訪 問 実
績 標 

準 
数 

現   

員 

標
準
数 

現 員 

専
任
面
接
員 

地
区 
担
当
員 

計 実 計 実 訪
問
件
数 

Ａ
／
Ｃ 

 

訪
問
日
数 

Ｂ
／
Ｃ 

(実数) 画 績 画 績 

4.1 現在  Ａ  Ｂ Ｃ 

世帯 人 人 人 人 人 件 件 日 日 人 件 日 

25 
年
度 

365 1 1 6 0 5 1,541 2,056 1,682 665 60 34 11 

26 
年
度 

413 1 1 6 0 6 1,655 2,079 1,555 660 72 28.8 9.1 

27 
年
度 

423 1 1 6 0 6 1,745 2,524 1,648 699 72 35 9.7 
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（４）生活保護費の支出状況 

平成 26 年度と比較すると、生活扶助費が 20,973,316 円、住宅扶助費が 3,723,369 円

教育扶助費が 660,810 円、医療扶助費が 560,523 円、出産扶助費が 21,770 円、生業扶

助費が 320,307 円増加した。一方で介護扶助費が 116,299 円、葬祭扶助費が 1,014,951

円、就労自立支援金が 212,327 円減少した。全体では 24,774,327 円増加となっている。 

 
表１－（４） 平成 27 年度生活保護費の支出状況 

区   分 
支 出 額 構成比 

扶助費の主な内容 

円 ％ 

生活扶助費 291,579,363 72.55  衣食その他日常生活費 

住宅扶助費 90,680,440 22.56  家賃・地代・住宅補修費 

教育扶助費 3,219,999 0.80  学用品・教材費・給食費 

介護扶助費 119,389 0.03  介護費・福祉用具費 

医療扶助費 4,412,820 1.10  検診料・移送費等 

出産扶助費 392,660 0.10  分娩料･衛生材料費 

生業扶助費 3,297,432 0.82  生業資金・技能習得費 

葬祭扶助費 2,426,120 0.60  葬祭費・検案料・火葬費用 

小      計 396,128,223 98.57   

就労自立給付金 79,681 0.02  就労自立者に対する給付金 

施設事務費 5,668,624 1.41  救護施設事務費 

合      計 401,876,528 100.00  

 

２ 行旅病人及び行旅死亡人 

（１）行旅病人及び行旅死亡人取扱制度 
行旅病人及び行旅死亡人取扱制度は､明治 32 年 7 月 1 日施行の行旅病人及行旅死亡人

取扱法に基づき開始された制度で､行旅病人､その同伴者及び行旅死亡人の同伴者の救

護等を目的としている｡ 

なお､生活保護法による生活扶助及び医療扶助との関係については､行旅病人であっ

ても､生活保護法を適用することが可能なものについては､保護の実施機関が同法によ

り措置して差し支えないこととされている｡ 
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（２）管内の取扱状況 
 ア 取扱人員 

行旅病人・行旅死亡人については過去3年間、対象者が一人も出ていない状況である。 

 
表２－（２）－ア 過去 3 年間の行旅病人・行旅死亡人の推移 

区 分 
年  度  別  推  移 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

行旅病人 （人） 0 0 0 

行旅死亡人（人） 0 0 0 

 
３ 中国残留邦人等に対する支援給付 

（１）支援給付制度 
 支援給付制度は､中国残留邦人等本人とその特定配偶者の生活の安定を目的とし､平

成 20 年 4 月 1 日から法律に基づき開始された制度で､老齢基礎年金を受給してもなお生

活の安定が図れない場合に支給されるものである｡ 

 支援給付の仕組みは､基本的には生活保護法の取扱いを準用するが､一部については

中国残留邦人等の特別な事情に配慮して生活保護法とは異なる取扱いがなされている｡ 

 
（２）管内の給付状況 
 ア 被給付世帯数・人員 

被給付世帯及び被給付者については中国残留邦人等対象者が一人も出ていない状況

である。 

 

表３－（２）－ア 過去 3 年間の被給付世帯・人員の推移 

区 分 
年  度  別  推  移 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

世帯数（世帯） 0 0 0 

人 員（人） 0 0 0 

※１ 福祉行政報告例による年度平均値 
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 イ 支援給付開始及び廃止の状況 

作成年度の支援給付の開始、廃止状況については上記の中国残留邦人等が一人も出て

いないことから、開始・廃止対象者は一人もいない状況である。 

 

表３－（２）－イ 支援給付の開始・廃止等の年度別推移 

区 分 
年  度  別  推  移 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

開

始 

世帯数（世帯） 0 0 0 

人 員（人） 0 0 0 

廃

止 

世帯数（世帯） 0 0 0 

人 員（人） 0 0 0 

 

（３）支援給付金の支出状況 

支援給付金の支出状況については中国残留邦人等の対象者が管内に一人もいないこ

とから､平成 26 年度と変わらず､生活支援給付金の支出が無い状況となっている｡ 

 

表３－（３） 平成 27 年度支援給付金の支出状況 

区   分 
支 出 額 構成比 

扶助費の主な内容 
円 ％ 

生活支援給付 0 0  衣食その他日常生活費 

住宅支援給付 0 0  家賃・地代・住宅補修費 

介護支援給付 0 0  介護費・福祉用具費 

医療支援給付 0 0  検診料・移送費等 

出産支援給付 0 0  分娩料･衛生材料費 

生業支援給付 0 0  生業資金・技能習得費 

葬祭支援給付 0 0  葬祭費・検案料・火葬費用 

配偶者支援金 0 0  特定配偶者に支援給付に加え支給 

合      計 0 0  
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４ 生活困窮者住居確保給付金 

（１）給付金制度 

給付金制度は、離職等により経済的に困窮した者であって、就労能力及び就労意欲の

ある方のうち、住宅を喪失している方、又は喪失する恐れのある方に対して、住居確保

給付金を支給することにより、安定した住宅と就労機会の確保に向けた支援を行うこと

を目的とした制度である。 

 

（２）管内の給付状況 

 ア 給付世帯数 

生活困窮者住居確保給付金給付世帯については､平成 25 年に 1 件､平成 26 年に 1 件､

平成 27 年に 1 件と変わらず推移している状況である｡ 

 

表４－（２）－ア 過去 3 年間の被給付世帯の推移 

区 分 
年  度  別  推  移 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

世帯数（世帯） 1 1 1 

※１ 平成 25･26 年度は｢住宅支援給付事業｣ 


